
�
人
権
擁
護
委
員
に
よ
る
婚
姻

や
相
続
、
金
銭
ト
ラ
ブ
ル
、
雇
用
な

ど
、
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
の
相
談

※
相
談
は
無
料
で
受
け
付
け
ま
す
。

９
月
24
日

（土）　

13
時
～
16
時

総
合
福
祉
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ン
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ー
３
０
７
号

･

髙た
か
は
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つ

こ子
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北
光
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� 
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３
２

・
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だ田
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ち

こ子
（
末
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）
� 

(27) 
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６
３
３

・
守も

り

た田
勝か

つ

え榮
（
北
栄
）
� 

(22) 

１
０
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・
渡わ

た
な
べ邊

惠け

い

こ子
（
清
水
町
）
� 

(24) 

０
４
９
４

・
村む

ら

い井
政ま

さ
た
か孝

（
北
斗
）
� 

(42) 

０
７
７
８

・
中な

か
じ
ま島

巖
い
わ
お(

自
由
ヶ
丘)

� 

(23) 

２
１
６
６

･

斉さ
い
と
う藤

和か

ず

こ子
（
桂
木
）
� 

(26) 

０
６
２
０

�

　

国
民
年
金
に
は
、
申
請
す
る
こ
と

で
、
保
険
料
の
納
付
が
全
額
ま
た
は

一
部
免
除
さ
れ
る

と

が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
20
歳
代
の
方
に
は
、
申
請

す
る
こ
と
で
、
保
険
料
の
納
付
を
10
年

以
内
の
後
払
い
に
で
き
るが

あ
り
ま
す
。

下
の
表
の
と

お
り

※
平
成
23
年
度
の
定
額
保
険
料
は
月
額

１
５
，
０
２
０
円
で
す
。

※
一
部
免
除
の
承
認
を
受
け
た
方
が

納
付
す
べ
き
保
険
料
を
納
付
し
な

か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
期
間
の
一
部

免
除
が
無
効
と
な
り
ま
す
。
そ
の
た

め
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に

反
映
さ
れ
な
か
っ
た
り
、
障
が
い
や

死
亡
な
ど
の
不
慮
の
事
態
が
生
じ
た

と
き
に
年
金
の
受
け
取
り
が
で
き
な

く
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

①
全
額
免
除
と
②
一
部
免
除
は
、
つ

ぎ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
そ
れ
ぞ

れ
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
方

▼
失
業
や
災
害
な
ど
で
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
方

③
若
年
者
納
付
猶
予
は
、
20
歳
代
の

方
で
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
本
人
、
配
偶
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年

所
得
が
一
定
額
以
下
の
方

▼
失
業
や
災
害
な
ど
で
保
険
料
の
納

付
が
困
難
な
方

平
成
23
年

７
月
分
～
平
成
24
年
６
月
分
の
保
険
料

年
金
手
帳
（
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
）、
印
鑑

※
平
成
23
年
１
月
１
日
現
在
の
住
所

が
市
外
の
方
は
、
平
成
22
年
分
の
所

得
証
明
書
類
が
必
要
で
す
。

※
失
業
を
理
由
と
す
る
方
は
、
離
職

日
が
平
成
22
年
３
月
31
日
以
降
の
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
か
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
が
必
要
で
す
。

※
学
生
の
方
は

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
な

か
っ
た
期
間
中
に
「
障
が
い
の
原
因

と
な
る
傷
病
で
初
め
て
診
療
し
た
日
」

が
あ
り
、
現
在
、
障
害
基
礎
年
金
１
・

２
級
相
当
の
障
が
い
状
態
に
あ
る
方

で
、
つ
ぎ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▼
平
成
３
年
３
月
31
日
以
前
に
任
意

加
入
し
な
か
っ
た
学
生
（
定
時
制
・

夜
間
部
・
通
信
制
を
除
く
）

▼
昭
和
61
年
３
月
31
日
以
前
に
任
意

加
入
し
な
か
っ
た
会
社
員
、
公
務
員

な
ど
の
妻
ま
た
は
夫

障
害
等
級
１
級　

月
額
４
９
，
６
５
０
円

障
害
等
級
２
級　

月
額
３
９
，
７
２
０
円

請
求
の
あ
っ
た
月

の
翌
月
分
か
ら
支
給

※
支
給
額
は
、
年
金
受
給
の
有
無
や

所
得
の
状
況
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。


